
取 強 化 期 間締

横浜税関 令和８年

知的財産侵害物品

税関では知的財産侵害物品に関する情報を求めています。

通報先：税関密輸ダイヤル（２４時間受付）
シロイ クロイ

０１２０-４６１-９６１

詳細は
こちら

横浜税関HP：https://www.customs.go.jp/yokohama/

知的財産侵害物品は、
日本への持ち込みが禁止されています。

税関イメージキャラクター
カスタム君

詳細はこちら↓

知的財産侵害物品を使用することにより、予期せぬ事故や健康被害を招く危険性があります。

個人で使用する場合であっても、

海外の事業者から送付される
模倣品（商標権又は意匠権を侵害するもの）は、

輸入できません！！

情報提供はこちら↓

令和８年

3/11～
3/17

令和８年

3/11～
3/17


	スライド 1

